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教

育

令

下

の

学

事

情

況

｜
｜
旧
摂
津
国
有
馬
郡
生
瀬
村
の
場
合
ー
ー

白

土

芳

人

明
治
前
期
の
公
教
育
発
展
の
歴
史
に
つ
い
て
現
在
ま
で
の
研
究
を
簡
単
に
整
理
す
る
と
、
ぞ
れ
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
乙
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
八
月
頒
布
の
「
学
制
」
は
日
本
に
お
け
る
全
国
的
な
公
教
育
制
度
の
第
一
歩
で
あ
っ
た
。

こ
の
開
明
的
な

「
学
制
」
は
木
戸
孝
先
・
大
久
保
利
通
ら
の
批
判
、
規
定
の
半
額
に
も
達
し
な
い
文
部
省
へ
の
補
助
金
、
人
口
約
六
百
人
に
一
小
学
校
と

実
施
に
困
難
な
規
定
な
ど
マ
イ
ナ
ス
の
要
素
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
と
し
て
は
驚
く
程
敏
速
に
実
施
さ
れ
、
山
村
僻
地
に
ま
で

普
及
し
た
。
し
か
し
庶
民
の
負
担
が
重
く
、
と
う
て
い
そ
の
完
全
実
施
は
不
可
能
と
予
想
さ
れ
た
た
め
、
］
八
七
九
（
明
治
十
二
）
年
に

い
た
っ
て
い
わ
ゆ
る
「
自
由
教
育
令
」
が
施
行
さ
れ
た
。
と
乙
ろ
が
「
自
由
教
育
令
」
で
は
最
低
限
度
の
教
育
基
準
し
か
決
め
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
た
め
学
事
の
普
及
が
停
滞
す
る
地
域
が
見
ら
れ
る
－
方
‘
自
由
民
権
運
動
の
影
響
を
受
け
た
教
員
に
よ
る
リ
ベ
ラ
ル
な
教
育
が

行
な
わ
れ
る
所
も
あ
り
、
と
れ
ら
の
事
を
心
配
し
た
地
方
官
の
強
い
要
請
に
よ
り
、

一
八
八

O
（
明
治
ご
ニ
）
年
「
改
正
教
育
令
」
が
布
告

さ
れ
、
天
皇
制
教
育
の
体
系
が
つ
く
ら
れ
は
じ
め
、

一
八
八
六
（
明
治
一
九
）
年
の
「
学
校
令
」
、

一
八
九
O
（
明
治
二
一
一
一
）
年
の
「
教
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〔

3
）

育
勅
語
」
で
も
っ
て
天
皇
制
教
育
体
制
は
完
全
な
も
の
に
な
り
、
日
本
の
公
教
育
は
明
治
国
家
の
重
要
な
支
柱
と
し
て
、

治
安
ヲ
図
ル
」
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

「
国
家
将
来
ノ

以
上
の
よ
う
な
ま
と
め
の
上
に
、

乙
の
小
論
で
は
公
教
育
の
中
核
を
し
め
る
初
等
教
育
が
民
衆
の
間
に
ど
の
よ
う
に
定
着
し
て
い
っ
た

か
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
こ
と
に
す
る
が
、
以
前
に
私
は
「
学
制
」
実
施
期
に
小
学
校
教
育
が
ど
の
よ
う
に
成
立
す
る
か
に
つ
い
て
発
表

し
て
い
る
の
で
、

ζ

の
小
論
で
は
教
育
令
実
施
期
に
問
題
を
移
し
、
天
皇
制
教
育
体
制
が
確
立
す
る
前
夜
の
学
事
情
況
を
明
ら
か
に
し
て

！
永
f

こ、。

ヲ
F

，J
L
P
V

そ
の
こ
と
が
、
確
立
さ
れ
た
天
皇
制
教
育
の
性
格
を
考
え
る
上
に
重
要
な
意
義
を
も
っ
と
私
は
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
小
論
で
主
と
し
て
考
察
を
試
み
る
地
域
は
、

旧
摂
津
国
有
馬
郡
生
瀬
村
（
現
在
兵
庫
県
西
宮
市
に
編
入
）

で
あ
る
。

そ
こ
で
生
瀬

村
の
地
域
的
な
特
色
を
ま
ず
記
し
て
お
く
。
明
治
十
年
代
の
生
瀬
の
歴
史
を
伝
え
る
史
料
は
豊
富
に
残
さ
れ
て
い
て
、

『
西
宮
市
史
」
第

六
巻
に
そ
の
主
な
も
の
が
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、

そ
れ
ら
に
よ
り
な
が
ら
当
時
の
生
瀬
の
情
況
を
明
ら
か
に
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

生
瀬
村
は
一
二
四
一
ニ
（
寛
元
一
）
年
建
立
の
名
刺
浄
橋
寺
の
寺
領
と
し
て
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
地
で
、
大
阪
平
野
の
西
北
の
す
み

宝
塚
の
や
や
奥
、
武
庫
川
が
山
間
部
か
ら
大
阪
平
野
に
流
れ
出
す
地
点
に
あ
た
り
、
有
馬
温
泉
お
よ
び
丹
波
へ
の
入
口
の
宿
場
町
と
し
て

栄
え
た
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た
。
山
聞
の
台
地
に
集
落
が
発
達
し
て
い
て
耕
地
に
之
し
く
、
米
の
生
産
量
は
一
八
七
九
（
明
治
一
二
）
年

か
ら
八
四
（
二
三
年
ま
で
の
六
年
間
の
平
均
で
は
二
九
六
石
七
斗
四
升
五
台
で
こ
の
当
時
の
人
口
約
六
三
江
川
の
村
内
需
要
を
ま
か

な
う
の
は
不
可
能
で
あ
っ
た
と
考
ろ
り
れ
る
。
事
実
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
に
は
他
村
か
ら
三
八

O
石
買
い
入
れ
て
い
る
記
録
が
あ
勺

生
業
は
「
生
瀬
村
地
誌
」
に
よ
れ
ば
、
全
村
一
四
七
戸
の
う
ち
農
に
し
て
炭
焼
及
薪
営
業
を
兼
ね
て
い
る
者
六
五
戸
・
工
作
を
業
と
す
る



者
三
一
戸
・
農
商
兼
業
の
者
五
八
戸
と
な
っ
て
お
り
、
地
方
税
は
地
租
割
一
一
七
円
七
五
銭
七
厘
・
戸
数
割
四
九
円
三
五
銭
・
営
業
税
九
三

円
七
五
銭
・
雑
種
税
六
四
円
二
銭
五
厘
で
あ
る
。

乙
の
地
方
税
の
割
合
を
兵
庫
県
全
体
と
比
較
し
て
み
る
と
、
兵
庫
県
全
体
で
は
一
八
八

四
（
明
治
一
七
）
年
の
地
方
税
中
に
し
め
る
地
租
割
の
割
合
は
五
七
・
七
労
と
半
分
以
上
で
あ
る
の
に
ね
い
、
生
瀬
村
は
三
六
・
二
%
で

一
方
営
業
税
が
地
方
税
中
に
し
め
る
割
合
は
、
兵
庫
県
で
は
一
五
・
O
%
だ
が
、
生
瀬
村
で
は
二
八
・
九
労
に
達
し
て
い
て
、
と

あ
り
、

教育令下の学事情況

の
生
瀬
村
が
農
業
以
外
の
産
業
に
依
存
す
る
割
合
が
強
い
乙
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
そ
れ
が
た
だ
ち
に
こ
の
生
瀬
村
が
農
業
か
ら
は
な
れ

た
生
産
性
の
高
い
商
業
が
多
く
発
達
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
一
八
七
八
（
明
治
一
一
）
年
の
調
査
と
推
定
さ
れ
て
い

る
生
瀬
村
産
出
表
に
よ
れ
ば
、
農
業
以
外
の
営
業
種
類
と
そ
の
戸
数
は
多
い
も
の
か
ら
順
に
、
米
商
一
O
戸
・
人
力
車
夫
七
戸
・
農
兼
荷

付
牛
六
戸
・
水
車
四
戸
・
宿
屋
業
・
酒
類
小
売
所
各
三
戸
・
猟
銃
職
補
助
業
・
綿
打
職
・
駕
龍
夫
各
二
戸
・
質
業
補
助
業
・
醤
油
商
・
大

工
職
・
風
目
屋
業
・
材
木
商
・
鍛
冶
職
・
畑
草
小
売
所
・
荷
積
車
夫
各
ご
戸
と
な
っ
て
お
り
、
前
述
の
ご
と
く
、
大
阪
平
野
と
山
間
部
の

米
の
仲
次
お
よ
び
運
送
業
に
あ
た
る
も
の
が
多
く
、
商
業
資
本
家
と
よ
ば
れ
る
よ
う
な
商
人
は
見
当
ら
な
い
。
ま
た
同
史
料
に
よ
れ
ば
、

耕
地
所
有
高
別
戸
数
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

一
町
以
上
九
戸
・
一
町
以
下
五
六
戸
・
一
反
以
下
五
二
戸
・
無
反
別

ニ
一
戸
と
な
っ
て
い
る
が
、

乙
の
一
反
以
下
あ
る
い
は
無
反
別
が
そ
の
ま
ま
零
細
農
民
を
示
す
の
で
は
な
く
、
他
職
に
従
事
し
て
い
る
農

民
も
い
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
当
村
に
て
小
作
を
な
す
も
の
四
二
戸
と
表
現
さ
れ
て
い
て
、
農
民
間
眉
分
解
が
か
な
り
進
ん
で
い
た
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
が
、
摂
津
国
で
あ
り
な
が
ら
、
山
崎
隆
三
氏
「
地
主
制
成
立
期
の
農
業
構
造
』
や
中
村
哲
氏
『
明
治
維
新
の
基
礎
構
造
」
な

ど
の
業
績
を
あ
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、

こ
の
地
が
宿
場
町
で
あ
る
と
い
っ
た
特
殊
性
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
特
色
を
も
っ
た
生
瀬
村
に
、
小
学
校
が
開
設
さ
れ
た
の
は
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
四
月
六
日
で
あ
っ
た
。
寺
子
屋
橘
塾

25 

を
母
体
に
、
浄
橋
寺
に
設
け
ら
れ
た
乙
の
小
学
校
は
揚
名
小
学
校
と
名
づ
け
ら
れ
、
校
長
に
は
当
時
兵
庫
県
第
一
九
区
に
編
入
さ
れ
て
い
た
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当
村
の
副
戸
長
で
米
仲
買
商
の
中
務
安
平
が
就
任
し
た
。

ζ

の
揚
名
小
学
校
は
人
口
約
六

O
O人
に
つ
き
一
小
学
校
を
設
置
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
「
学
制
」
の
規
定
に
あ
て
は
ま
る
の
で
あ
る
が
、
た
だ
一
カ
村
で
一
つ
の
学
校
を
設
立
し
た
た
め
村
民
の
負
担
は
数
カ
村
連

（

ロ

）

（

日

）

（

リ

H
）

合
し
て
一
小
学
校
を
つ
く
っ
た
地
域
に
く
ら
べ
て
二
倍
に
達
し
、
授
業
料
も
月
五
銭
で
全
国
平
均
月
一
銭
五
厘
の
三
倍
強
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
後
断
絶
す
る
乙
と
も
ま
た
他
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
。
浄
橋
中
一
寸
前
の
西
宮
市
立
生
瀬
小
学
校
が
そ
れ
で

ゑ
U
ヲハ
v

。
教
育
令
施
行
期
に
生
瀬
村
の
揚
名
小
学
校
は
、
公
式
に
は
隣
村
名
塩
村
に
設
け
ら
れ
た
塩
渓
小
学
校
の
生
瀬
分
校
と
な
っ
て
い
た
が
、
生

瀬
の
人
は
揚
名
小
学
校
と
呼
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
っ
て
、
現
在
各
地
の
公
立
中
学
校
に
み
ら
れ
る
設
立
順
に
番
号
を
つ
け
る
公
式
名
称
と

り
四
民
平
等
に
な
っ
た
、

さ
あ
こ
れ
か
ら
名
を
揚
げ
る
ぞ
と
い
っ
た
心
意
気
が
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
現
代
と
ち
が
っ
て
、
学
校
の
設
立
か

く
ら
べ
て
み
て
、
維
新
の
文
明
開
化
期
に
設
置
さ
れ
た
時
の
揚
名
小
学
校
と
い
う
名
称
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
て
い
る
と
ζ

ろ
に
、
現
代
と

当
時
の
学
校
に
対
す
る
民
衆
の
考
え
方
の
相
違
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
現
代
で
は
、
義
務
教
育
は
国
民
の

中
に
定
着
し
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
が
、
明
治
初
年
に
お
い
て
は
、
士
農
工
商
の
封
建
制
か
ら
時
代
は
大
き
く
変

ら
維
持
の
方
法
に
い
た
る
ま
で
大
筋
は
「
学
制
」
で
決
め
ら
れ
て
は
い
る
が
村
落
共
同
体
の
責
任
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
面
も
多
く
、
宮
原

誠
一
氏
の
い
わ
れ
る
ご
と
く
小
学
校
教
育
は
ち
が
っ
た
形
で
発
展
し
た
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。

さ
て
と
の
揚
名
小
学
校
で
は
生
徒
数
の
増
加
に
よ
り
浄
橋
寺
で
は
手
狭
に
な
り
、

一
八
八
一
ニ
（
明
治
一
五
）
年
新
築
が
計
画
さ
れ
た
。

そ
し
て
そ
の
資
金
の
調
達
方
法
が
我
々
に
色
々
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
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新
築
の
予
算
は
七
五
二
円
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
う
ち
六
O
O円
は
村
の
共
有
林
を
売
却
す
る
乙
と
に
よ
り
、
残
り
一
五
二
円
は
村
内
か

ら
の
寄
付
金
で
調
達
す
る
こ
と
に
し
た
。
ま
ず
後
者
寄
付
金
の
情
況
に
つ
い
て
調
べ
て
み
よ
う
。
「
揚
名
小
学
校
新
築
寄
付
金
名
簿
」
に

は
、
こ
の
時
寄
付
し
た
人
と
そ
の
額
が
記
録
さ
れ
て
い
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。
寄
付
し
た
者
は
全
部
で
一

O
七
人
で
、

一一戸に

一
人
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
当
時
の
戸
数
一
四
七
戸
の
七
ニ
・
七
Mm
に
あ
た
る
。
さ
ら
に
く
わ
し
く
寄
付
金
額
と
そ
の
人
数
は
、
一
五
円

二
人
・
一

O
円
三
人
・
八
円
一
人
・
七
円
一
人
・
六
円
二
人
・
五
円
一
人
・
一
一
一
円
二
人
・
二
円
四
人
・
一
円
五

O
銭
一
二
人
・
一
円
一
五

教育令下の学事情況

人
・
八

O
銭
二
人
・
七

O
銭
三
人
・
五

O
銭
九
人
・
三

O
銭
八
人
・
二
五
銭
四
人
・
二

O
銭
六
人
・
一
五
銭
八
人
・
一

O
銭
二

O
人
・
五

銭
四
人
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
を
見
て
気
づ
く
乙
と
は
、
額
が
き
わ
め
て
整
然
と
し
て
い
て
端
数
が
な
い
と
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
ζ

の
寄

付
が
自
発
的
に
任
意
額
だ
け
行
わ
れ
た
乙
と
を
示
す
も
の
で
な
く
、
何
ら
か
の
規
定
に
応
じ
て
強
制
的
に
割
当
て
ら
れ
た
と
と
を
示
す
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
の
規
定
は
、
お
そ
ら
く
そ
れ
ぞ
れ
の
経
済
力
に
応
じ
て
算
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
具
体
的
史
料
が
な
い
の
で

「
明
治
十
七
年
前
半
期
役
場
費
取
纏
帳
」
と
対
比
し
て
み
る
と
あ
る
程
度
の
こ
と
が
わ
か

は
っ
き
り
し
た
断
定
は
で
き
な
い
の
だ
が
、

る
。
乙
の
取
纏
帳
に
よ
れ
ば
前
半
期
の
役
場
費
二
二
円
八
三
銭
ニ
麗
の
七
五
Mmに
当
る
一
六
円
九
O
銭
ニ
厘
を
、
地
租
納
入
者
に
対
し
て

地
租
一
円
に
付
二
銭
七
厘
の
割
合
で
割
当
て
、
残
り
二
五
Mm
に
当
る
五
円
八
八
銭
を
、
戸
数
割
で
一
戸
に
付
四
銭
の
割
で
徴
収
す
る
乙
と

に
し
て
い
る
。
こ
の
決
定
は
一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
年
七
月
一
五
日
に
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
、
新
築
寄
付
金
名
簿
の
書
か
れ
た
一
八

八
二
（
明
治
一
五
）
年
十
月
と
は
一
年
九
カ
月
の
ひ
ら
き
が
あ
り
、

両
方
に
共
通
し
て
出
て
く
る
人
名
は
九
四
名
で
あ
る
。

乙
の
九
四

名
に
つ
い
て
寄
付
金
と
役
場
費
地
租
割
分
の
関
係
を
表
わ
し
た
も
の
が
表
ー
で
あ
る
。
と
の
表
か
ら
寄
付
金
と
役
場
費
地
租
割
分
と
は
大

27 

体
相
関
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
寄
付
金
額
は
各
人
の
経
済
力
に
応
じ
て
決
め
ら
れ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
た
だ
問
題
は
寄

付
金
が
七
円
な
の
に
役
場
費
地
租
割
分
が
八
銭
四
厘
と
す
く
な
い
藤
岡
豊
太
郎
、
同
じ
よ
う
に
寄
付
金
が
五
円
な
の
に
役
場
費
地
租
割
分
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表 工 寄付者の寄付金と役場費地租割分の関係

0・;1= - 2－~戸才一

つ〕 1 ~~工7

3 2 3 

1 2 1 

円。 2 

1 4 つ ド一子
3 4 6 7 

:1~ ~1＼~ lう／
2 4 



が
わ
ず
か
七
厘
と
す
く
な
い
野
田
与
三
左
衛
門
の
二
人
の
現
実
の
経
済
力
に
つ
い
て
で
あ
る
。
野
田
は
「
明
治
六
年
生
瀬
村
諸
営
業
取
調

高
に
よ
れ
ば
、
喜
屋
と
し
て
報
告
さ
れ
て
お
り
田
畑
を
も
た
ず
旅
館
業
の
み
生
業
と
し
て
い
て
そ
の
経
営
が
よ
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
藤
岡
豊
太
郎
に
つ
い
て
は
前
記
の
諸
営
業
取
調
書
に
も
、
一
八
七
八
（
明
治
一
一
）
年
の
「
生
瀬
村
諸
営
業
用
鑑
札
改
印
願
書
」
に

も
見
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、

乙
れ
ら
ニ
つ
の
史
料
と
寄
付
金
名
簿
と
取
纏
帳
と
を
よ
く
調
べ
て
み
る
と
、
前
者
の
ニ
つ
の
史
料
に
米

仲
買
あ
る
い
は
米
穀
干
鰯
商
と
し
て
出
て
い
る
藤
岡
八
良
兵
衛
の
名
前
が
、
後
者
の
二
つ
の
史
料
に
見
当
ら
な
い
の
と
逆
に
藤
岡
豊
太
郎

教育令下の学事情況

は
前
者
の
史
料
に
は
み
え
な
い
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
、

藤
岡
豊
太
郎
は
藤
岡
八
良
兵
衛
の
相
続
者
と
考
え
て
間
違
い
は
な
さ
そ
う
で
あ

る
。
と
す
る
と
彼
の
場
合
も
野
田
と
同
様
に
、
そ
の
所
有
す
る
土
地
は
す
く
な
く
て
も
営
業
税
な
ど
が
多
い
と
推
測
で
き
、
そ
れ
に
応
じ

て
寄
付
金
が
割
当
て
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
役
場
費
地
租
割
分
が
割
当
て
ら
れ
な
か
っ
た
二
五
人
の
う
ち
四
人
が
一
五
銭
一
人
・

一
O
銭
三
人
と
寄
付
を
し
て
い
る
の
も
野
田
や
藤
岡
と
同
じ
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

乙
の
寄
付
金
の
総
額
は
予
定
の
一
五
二
円
を
三
円
二

O
銭
オ
ー
バ
ー
す
る
一
五
五
円
二

O
銭
に
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
前
記
の
前

半
期
役
場
費
の
経
額
二
二
円
八
三
銭
と
く
ら
べ
て
み
て
額
が
約
七
倍
で
、
村
民
の
負
担
の
大
き
さ
が
よ
く
わ
か
る
。

こ
れ
は
村
民
達
の
学

校
に
対
す
る
期
待
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
特
に
そ
の
中
で
も
寄
付
金
五
円
以
上
の
一

O
人
で
合
計
九
二
円
と
寄
付
金
全
体
の
約
五

九
Mmの
多
額
を
し
て
い
る
が
、
彼
ら
一

O
人
の
役
場
費
地
租
割
分
総
計
六
円
六
二
銭
三
厘
が
地
租
割
分
全
体
の
三
九
Mmで
あ
る
の
と
比
較

す
る
時
、
十
人
が
学
校
新
築
に
果
し
た
役
割
の
大
き
さ
が
考
え
ら
れ
る
。

乙
の
十
人
の
職
業
を
一
八
七
八
年
の
「
諸
営
業
用
鑑
札
改
印
願

書
」
に
よ
っ
て
調
べ
て
み
る
と
、
米
商
七
人
・
旅
寵
屋
一
人
・
古
道
具
商
一
人
・
雑
業
一
人
と
な
っ
て
い
て
、

乙
の
生
瀬
村
で
は
農
商
兼

業
の
人
が
村
落
の
指
導
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
の
話
し
合
い
な
し
に
は
新
築
は
計
画
さ
れ
な
か
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っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
彼
ら
全
員
の
協
力
が
な
け
れ
ば
そ
の
実
施
は
不
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
で
は
彼
ら
は
乙
の
時
期
に
ど
う
い
う
意
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識
で
教
育
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
そ
の
点
を
考
え
て
み
た
い
。

近
代
的
公
教
育
の
成
立
に
つ
い
て
西
欧
に
お
い
て
典
型
的
に
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
近
代
市
民
革
命
占
産
業
革
命
の
進
展
に
つ
れ
て
支
配

き
れ
て
い
る
階
級
か
ら
教
育
要
求
が
お
こ
り
、

そ
れ
は
ほ
か
の
民
主
的
要
求
と
と
も
に
、
血
の
流
れ
る
戦
い
を
へ
て
公
費
教
育
な
い
し
は

え
ん
の
も
の
は
、
身
を
修
め
智
を
開
き
才
芸
を
長
ず
る
に
よ
れ
ば
な
り
」
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
作
ら
れ
た
乙
と
は
十
分
予
想
さ
れ
る
。

そ
の

公
立
学
校
制
度
と
し
て
確
立
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
明
治
一

0
年
代
の
日
本
で
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
民
主
主
義
革
命
は
自
由
民
権
運

動
と
し
て
一
定
の
影
響
を
時
の
政
治
権
力
に
与
え
は
し
た
が
、
政
府
の
弾
圧
・
幹
部
の
裏
切
り
な
ど
に
よ
っ
て
解
体
し
、
産
業
革
命
に
い

た
っ
て
は
い
ま
だ
起
ら
ず
、
西
欧
に
見
ら
れ
た
近
代
的
公
教
育
要
求
を
生
み
出
す
基
盤
は
見
ら
れ
な
か
っ
’
匂
当
生
瀬
村
で
も
宿
場
町
と

い
う
情
報
を
得
る
た
め
に
は
有
利
な
場
所
で
あ
り
な
が
ら
、
自
由
党
員
も
い
な
け
れ
ば
政
治
結
社
の
結
成
も
み
ら
れ
ず
、

乙
の
村
の
指
導

者
の
頭
の
中
に
あ
っ
た
教
育
観
と
い
う
も
の
は
西
欧
の
近
代
的
思
想
と
は
縁
遠
い
、

い
や
ま
っ
た
く
無
縁
の
江
戸
時
代
以
来
の
考
え
方

に
、
彼
ら
な
り
に
理
解
し
た
新
政
府
の
教
育
方
針
を
加
味
し
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
揚
名
小
学
校
の
「
揚
名
」
と
い
う
言
葉

に
う
か
が
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
言
葉
の
一
面
に
は
前
述
の
よ
う
な
心
意
気
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
一
八
七

二
（
明
治
五
）
年
の
「
学
事
奨
励
に
関
す
る
被
仰
出
書
」
の
「
人
々
自
ら
其
身
を
立
て
其
産
を
治
め
其
業
を
昌
に
し
以
て
其
生
を
遂
る
ゆ

際
ζ

の
「
被
仰
出
書
」
の
精
神
を
、

こ
れ
を
起
草
し
た
開
明
派
官
僚
が
依
拠
し
て
い
た
イ
ギ
り
え
の
功
利
主
義
思
想
と
し
て
で
は
な
く
、

立
身
出
世
主
義
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

と
の
よ
う
な
教
育
観
の
も
と
で
、
村
の
指
導
者
層
が
一
八
八
二
（
明
治
一
五
）
年
と
い
う
問
題
の
多
い
年
に
、
生
徒
数
の
増
加
を
理
由

に
小
学
校
の
新
築
を
計
画
し
た
の
で
あ
る
が
、
当
時
の
教
育
界
の
動
き
も
こ
の
計
画
を
大
き
く
進
め
る
作
用
を
し
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ

れ
は
彼
ら
が
小
学
校
教
育
に
何
を
期
待
し
て
い
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
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一
八
八
三
（
明
治
一
五
〉
年
七
月
に
生
瀬
村
か
ら
近
い
今
津
・
津
門
両
村
共
同
で
立
派
な
小
学
校
が
建
築
さ
れ
亡
“
い
る
が
、
生
瀬
村
の

指
導
者
が
乙
れ
に
影
響
を
，
つ
け
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

よ
り
根
本
的
に
は
、

一
八
八
一
ニ
（
明
治
一
五
）
年
一
月
以
後
兵
庫
県
庁
か
ら

相
つ
い
で
出
さ
れ
た
「
町
村
立
私
立
小
学
校
設
置
廃
止
規
則
」

「
就
学
督
責
規
則
」

「
兵
庫
県
小
学
校
教
則
」
等
に
よ
っ
て
、
村
の
指
導

者
と
し
て
教
育
に
ど
う
対
処
す
る
か
真
剣
に
考
え
ざ
る
を
得
ず
、

そ
の
結
果
生
徒
数
も
増
加
し
た
こ
と
で
も
あ
り
小
学
校
を
新
築
し
て
県

の
指
導
に
こ
た
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
小
学
校
の
設
置
は
村
落
共
同
体
の
責
任
と
し
て
と
ら
え
、
自
ら
率
先
し
て
多
額
の

教育令下の学事情況

寄
付
を
な
す
一
方
、
村
落
構
成
員
に
そ
の
経
済
力
に
応
じ
て
強
制
的
に
寄
付
を
割
当
て
た
の
で
あ
っ
た
。
本
来
近
代
的
な
公
教
育
制
度
の

も
と
で
は
、
政
府
に
よ
っ
て
公
教
育
が
整
備
さ
れ
る
の
が
そ
の
特
色
で
あ
る
が
、

乙
の
生
瀬
村
の
場
合
政
府
は
一
銭
一
一
風
も
出
さ
ず
、
村

落
共
同
体
の
責
任
に
よ
っ
て
学
校
は
設
立
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
日
本
の
公
教
育
の
特
色
で
あ
る
父
母
負
担
の
多
大
さ
と
政
府

出
費
の
僅
少
さ
が
は
っ
き
り
表
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
こ
の
新
築
さ
れ
た
小
学
校
で
、
ど
う
い
う
教
育
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
指
導
者
は
期
待
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
産
業
革
命
が

い
ま
だ
お
こ
っ
て
い
な
い
所
で
は
労
働
者
教
育
の
必
要
性
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
農
作
業
に
必
要
な
ζ

と
は
寺
子
屋
の
往
来
物
で
習
得
可

能
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
小
学
校
に
は
別
の
新
し
い
こ
と
が
期
待
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
そ
れ
は
村
落
指
導
者
層
に
と
っ
て
好
ま

し
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
記
の
「
兵
庫
県
小
学
校
教
則
」
で
初
等
科
三
年
間
の
教
科
目
中
に
修
身
が
は
じ
め
て
独
立
課
目
と

し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
指
導
者
層
に
と
っ
て
こ
の
修
身
に
代
表
さ
れ
る
道
徳
教
育
こ
そ
彼
ら
の
期
待
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ

ぅ
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
教
育
は
現
実
の
村
落
の
社
会
秩
序
を
維
持
す
る
上
で
大
き
な
役
割
を
果
し
う
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
小
学
校
教
育
の

一
番
大
事
な
こ
と
は
、
村
の
た
め
の
小
学
校
と
し
て
将
来
の
村
落
構
成
員
に
道
徳
教
育
を
行
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
天
皇
制
教
育
が
確
立
し
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た
あ
と
で
天
皇
制
秩
序
維
持
の
た
め
に
小
学
校
教
育
が
重
要
な
役
割
を
果
し
た
乙
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
直
接
無
媒
介
に
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行
わ
れ
た
の
で
な
く
、

生
瀬
村
の
よ
う
に
村
落
共
同
体
の
秩
序
維
持
の
た
め
の
小
学
校
を
媒
介
と
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ

る
。
別
の
い
い
方
を
す
る
と
、
村
落
指
導
者
層
が
、
彼
ら
が
中
心
と
な
っ
て
設
立
し
た
小
学
校
に
お
い
て
天
皇
制
教
育
が
行
わ
れ
る
時
、

こ
れ
に
反
対
し
た
り
抵
抗
し
た
り
し
な
か
っ
た
の
は
、
天
皇
制
教
育
が
彼
ら
の
教
育
観
や
村
で
現
実
に
行
わ
れ
て
い
る
教
育
と
矛
盾
し
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
村
落
共
同
体
の
た
め
の
小
学
校
が
確
立
さ
れ
て
い
る
と
と
ろ
に
そ
れ
を
媒
介
と
し
て
天
皇
制
教
育
は
確
立
し
た
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
確
立
さ
れ
た
日
本
の
公
教
育
は
人
間
の
内
面
形
成
を
修
身
と
い
う
教
科
で
国
家
が
統
制
し
深
入
り
す
る
と
こ
ろ
に
大
き

な
特
色
が
あ
り
、

こ
の
一
点
を
も
っ
て
し
で
も
決
し
て
「
近
代
的
」
と
い
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

日
本
の
教
育
の
悲
劇
は
、
近
代
的

公
教
育
思
想
が
成
立
し
そ
れ
に
よ
る
運
動
が
起
る
前
に
、
政
府
に
よ
っ
て
一
方
的
に
村
落
共
同
体
に
学
校
設
立
の
責
任
を
負
わ
さ
れ
た
と

こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
っ
た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

次
に
建
築
費
の
大
部
分
を
し
め
た
部
落
有
林
野
か
ら
の
六

O
O円
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
の
問
題
点
を
考
え
て
み
よ
う
。
部
落
有

林
野
が
歴
史
上
の
問
題
に
な
る
の
は
地
方
自
治
制
と
関
連
し
て
で
あ
り
、

の
「
市
制
・
町
村
制
」
の
成
立
、

そ
の
整
理
統
合
の
契
機
と
な
っ
た
一
八
八
九
（
明
治
二
一
）
年

（

お

〉

さ
ら
に
は
明
治
三

0
年
代
後
半
以
降
の
寄
生
地
主
の
収
奪
な
ど
が
研
究
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
。
そ

の
た
め
一
八
八
二
（
明
治
一
五
）
年
当
時
の
部
落
有
林
野
の
性
格
に
つ
い
て
、
ま
だ
十
分
研
究
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
そ
の
点
を
も

の
で
あ
る
が
、

こ
の
時
か
ら
さ
ら
に
二

O
年
後
の
一
九

O
二
（
明
治
三
五
）
年
に
小
学
校
新
築
が
決
議
さ
れ
た
時
の
決
議
録
が
残
っ
て
い

考
え
て
い
き
た
い
。

こ
の
部
落
有
林
野
の
利
用
方
法
で
あ
る
が
、
六

O
O円
分
の
山
を
売
っ
た
の
か
そ
れ
と
も
材
木
安
売
っ
た
の
か
ど
ち
ら
か
わ
か
ら
な
い

る
の
で
、

生
瀬
尋
常そ
小れ
学を
校参
々考
舎に
新し
築て
施考
行え
概て
則い
決（：乙
議）う



第
三
条

新
築
ニ
要
ス
ル
材
料
ハ
総
テ
当
村
共
有
林
ヨ
リ
採
収
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

但
シ
共
有
山
ニ
就
キ
得
難
タ
キ
者
、
又
ハ
仮
令
有
之
ト
ス
ル
モ
経
済
上
不
利
益
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
便
宜
購
入
ス
可
キ
モ
ノ
ト
ス

木
材
ノ
槻
山
山
其
他
工
事
施
行
上
必
要
ア
リ
卜
認
ム
ル
ト
キ
ハ
何
時
ニ
テ
モ
夫
役
ヲ
徴
収
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
四
条

と
な
っ
て
い
て
建
築
用
材
は
共
有
林
か
ら
供
給
す
る
こ
と
、
労
働
奉
仕
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。

一T
K
1

、

F

，，，，，，，， 
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二
年
の
新
築
の
時
も
お
そ
ら
く
こ
の
方
法
が
取
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
当
生
瀬
村
は
地
租
改
正
の
さ
い
有
馬
郡
の
中
で
良
材
林

と
し
て
一
等
の
等
級
を
つ
け
ら
れ
た
村
だ
け
に
、
良
材
を
売
却
し
た
金
で
ま
た
木
材
を
買
う
と
い
う
愚
は
犯
さ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
で
は
こ
の
よ
う
な
共
有
林
を
学
校
新
築
の
た
め
に
つ
か
う
こ
と
の
意
義
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

神
島
二
郎
氏
は
『
近
代
日
本
の
精
神
構
造
」
の
「
第
一
部
天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
庶
民
意
識
の
問
題
」
で
天
皇
制
の
正
統
性
の
問
題
に

つ
い
て
ふ
れ
ら
れ
た
中
で
「
天
皇
制
の
正
統
的
な
根
拠
は
基
本
的
に
は
自
然
村
的
秩
序
に
お
か
れ
」
て
い
る
と
さ
れ
、
そ
の
自
然
村
の
拡

大
再
生
産
に
つ
い
て
は
「
郷
土
性
の
つ
よ
い
小
学
校
、
青
年
学
校
そ
の
他
は
、
す
く
な
く
と
も
そ
れ
ら
が
郷
土
生
活
を
前
提
と
す
る
か
ぎ

り
、
そ
の
自
治
訓
練
が
端
的
に
自
然
村
秩
序
原
理
の
教
育
を
志
向
す
る
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
論
ず
る
ま
で
も
な
い
」
と
述
べ
て
お
ら
れ

る
。
乙
の
神
島
氏
の
言
わ
れ
る
こ
と
に
私
も
基
本
的
に
は
巽
議
が
な
い
が
、
自
然
村
秩
序
原
理
の
教
育
を
志
向
し
得
た
の
は
、
神
島
氏
が
い

わ
れ
る
郷
土
性
の
つ
ょ
い
と
か
郷
土
生
活
を
前
提
と
す
る
か
ぎ
り
と
か
い
う
表
現
は
す
こ
し
あ
い
ま
い
な
気
が
す
る
。
と
い
う
の
は
神
島

氏
自
身
も
「
学
校
教
育
は
、
や
や
も
す
れ
ば
）
旧
来
の
秩
序
意
識
を
破
壊
す
る
契
機
を
は
ら
ん
で
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
ほ
か
な
ら

ぬ
そ
の
教
課
内
容
の
知
育
（
H
技
術
教
育
）
偏
重
に
あ
っ
た
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
と
乙
ろ
を
み
て
も
、
単
に
郷
土
性
で
は
説
明
で
き

な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
私
が
小
学
校
教
育
で
自
然
村
秩
序
原
理
の
教
育
を
志
向
し
え
た
理
由
と
し
て
考
え
る
の
は
、

一
つ
に
は

33 

前
述
の
村
落
指
導
者
層
の
意
識
の
問
題
で
あ
り
、
今
一
つ
は
こ
の
共
有
林
に
よ
る
学
校
建
築
の
方
法
だ
と
考
え
る
。

つ
ま
り
新
築
さ
れ
た
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小
学
校
が
政
府
の
文
教
費
に
よ
る
も
の
で
な
く
共
同
体
の
叫
財
産
で
も
っ
て
、

一
九

O
二
年
の
例
か
ら
考
え
て
お
そ
ら
く
は
共
同
体
成
員
の

労
働
奉
仕
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
寄
付
金
の
額
が
少
な
か
っ
た
人
で
も
、
あ
る
い
は
全
く
寄
付
で
き
な
か
っ
た
人
で
も

そ
の
新
築
に
労
働
奉
仕
と
い
う
形
で
参
加
し
た
の
だ
か
ら
、
完
成
し
た
小
学
校
を
一
部
有
力
者
の
み
の
も
の
と
し
て
で
な
く
、
村
落
の
も

の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
十
分
出
来
た
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
小
学
校
教
育
に
お
い
て
郷
土
性
を
強
く
持
ち
得
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
部

落
有
林
野
は
こ
の
場
合
村
落
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
も
し
こ
の
共
有
林
が
な
か
っ
た
ら
小
学
校
新
築

の
費
用
は
す
べ
て
村
民
の
負
担
と
な
り
、

そ
う
す
れ
ば
寄
付
で
き
な
い
階
層
は
積
極
的
に
小
学
校
教
育
を
受
け
る
姿
勢
を
持
ち
得
な
い
だ

ろ
う
。
ま
た
村
民
の
負
担
が
重
い
の
に
政
府
に
よ
り
建
築
が
強
要
さ
れ
る
な
ら
学
制
施
行
期
に
み
ら
れ
た
学
校
反
対
一
挟
の
よ
う
な
運
動

が
起
る
乙
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
共
有
林
が
村
落
共
同
体
の
経
済
的
基
礎
と
し
て
村
落
の
秩
序
維
持
の
た
め
に
果
し
た
役
割
に

以
上
小
学
校
新
築
の
た
め
に
集
め
ら
れ
た
寄
付
金
な
ら
び
に
共
有
林
の
利
用
に
つ
い
て
問
題
点
を
指
摘
し
て
き
た
が
、

そ
れ
ら
を
整
理

我
々
は
注
意
を
は
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

強
制
的
に
割
当
ら
れ
た
寄
付
お
よ
び
共
有
林
の
利
用
を
も
と
に
、
村
落
共
同
体
の
秩
序
に
そ
っ
て
計
画
・
新
築
さ
れ
た
小
学
校
は
、
近

代
的
要
求
に
も
と
づ
く
も
の
で
な
く
、
封
建
的
な
村
落
秩
序
そ
再
生
産
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、

「
学
校
令
」
以
後
の
天
皇
制
教
育

が
行
な
え
る
基
盤
が
つ
く
り
出
さ
れ
た
こ
と
に
意
義
が
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
節
で
は
新
築
さ
れ
た
小
学
校
に
お
け
る
生
徒
の
就
学
情
況
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。



一一一一一

浄
橋
寺
文
書
一

O
五
六
号
「
就
学
調
査
簿
」
お
よ
び
一

O
五
八
号
「
明
治
十
七
年
十
二
月
調
学
令
簿
」
は
当
時
の
就
学
情
況
を
知
ら
せ

て
く
れ
る
好
史
料
で
、

乙
れ
ら
二
つ
の
史
料
を
合
せ
る
と
一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
年
一
二
月
現
在
の
満
六
才
か
ら
一
四
才
ま
で
の
学
令

期
に
あ
た
っ
て
い
た
八
三
名
の
児
童
の
、
名
前
、
父
母
ま
た
は
後
見
人
の
名
前
、
児
童
の
生
年
月
日
、
小
学
校
に
入
学
し
た
年
月
、
も
し

入
学
が
学
令
に
達
し
た
時
よ
り
遅
れ
た
時
は
そ
の
理
由
、
中
途
で
退
学
し
た
場
合
そ
の
時
期
と
理
由
が
わ
か
る
。
長
く
な
る
が
そ
れ
ら
を

ま
と
め
て
表

E
と
し
て
紹
介
し
よ
う
。

教育令下の学事情況
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⑬⑬⑫⑪⑬③③⑦⑥⑤④③②①  

森清亀中小亀川坂石松中亀池森

芳イキ栄芳常実ミミ常熊安万芳
太太太

松トク良松七歳ツサ良良蔵良松

5 4 4年｜生

1 12 11月｜盟官
1 15 7日15日

児

童
中水井務浜井嶋上本本塚井田回

名

F
h
υ
τ
ム
句
d

F
h
u
a
n宮

anヨ

cu

－hd
a
n官

F
h
1
u
p
o
n
4
 

5
叩

2

．、，噌
E
A

ハM
d

t

‘
τム
4

，，A

5

U

4

 

圃〉

1

3

5
・‘

1
ょ
っ
“

園、，噌
E

4

n〈
d

t

‘
τょ
の
4

6

3

U

 

6

3

n

 

就

点＆ら
寸ー

情

況

六
才
カ
ラ
九
才
マ
デ
性
質
柔
弱
ニ
シ
テ
不
就
、
十
才
ノ
五
月
七
日
入
学

六
才
十
一
月
十
五
乱
入
学
十
才
カ
ラ
農
業
専
修

六
才
十
二
月
二
十
日
入
学
九
才
カ
ラ
農
業
専
修

六
才
カ
ラ
七
才
マ
デ
父
病
ノ
看
護
ニ
付
不
就
、
八
才
二
月
コ
百
入
学

六
才
ノ
四
月
九
日
入
学
、
九
才
カ
ラ
農
業
専
修

六
才
カ
ラ
十
二
才
マ
デ
家
貧
シ
ク
シ
テ
父
母
ヲ
助
手
ス
ル
ヲ
以
テ
不
就

六
才
ノ
十
月
十
五
日
入
学

六
才
カ
ラ
九
才
マ
デ
性
質
柔
弱
ニ
シ
テ
不
就
九
才
四
月
＝
百
入
学

六
才
ノ
十
一
月
二
十
日
入
学
、
九
才
カ
ラ
農
業
専
修

六
才
ノ
十
一
月
二
十
日
入
学
、
九
才
カ
ラ
農
業
専
修

六
才
聾
病
ア
ル
ヲ
以
テ
不
就
、
七
才
十
一
月
二
十
コ
百
入
学

六
才
十
一
月
二
十
日
入
学
、
八
才
裁
縫
専
修
ス

六
才
三
月
二
十
日
入
学
、
十
才
二
月
二
十
五
日
母
ニ
随
ヒ
大
阪
表
へ
出
稼
ス

六
才
祖
母
病
ミ
看
病
ニ
付
不
就
、
七
才
八
月
十
日
入
学

役

場

費

地

租

分
銭

厘。
七
・
九

一
四
・
一
二

八

。
一・一一

六
七
・
五

五
・
一

四
・
七

一・一一一

四
六
・
四

三
0
・
五

一
六
・
七

寄

付

金銭
厘。

二
五
三
O

一
・
五

O
O
 一O

三
O
三
O
O
 

一
・
五

O
O
 

一
・
五
O

用
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阪福亀土平銭戸松中山阪松中亀北筆森西平川野和生松森

口田井田野谷田本野岡本木塚井口野田田野嶋田気回井田

マ

サ

ツ

子

ヤ

ナ

ヒ

『

ア

謙

蔵
ア

サ
ヱ

イ

主
白
土
口

虎

土

口

テ

イ

円
ノ
ソ
ノ

亀

吉
兼
三
良

ク

マ

富

蔵

熊

吉
弥

蔵

安
太
良

竹

蔵
シ

ナ

タ

カ

チ

ヱ

キ

ク
シ
ャ
ウ

責

同

一

888888888887  7777766666666  

9 9 8 8 7 6 2 2 2 2 2 12 11 7 6 1 1 12 10 10 9 8 6 6 3 

21 1 11 9 10 19 26 21 21 19 19 27 18 19 4 29 15 17 18 3 12 25 26 5 23 

六
才
カ
ラ
七
才
マ
デ
子
守
ヲ
ナ
シ
為
メ
ニ
不
就
、
八
才
四
月
十
日
入
学

家
貧
ク
シ
テ
父
母
ヲ
助
手
ス
ル
ヲ
以
テ
不
就

大
才
カ
ラ
八
才
マ
デ
母
病
テ
看
護
ニ
付
不
就
、
九
才
一
月
二
十
八
日
入
学

六
才
カ
ラ
七
才
マ
デ
子
守
ヲ
ナ
シ
為
メ
ニ
不
就
、
八
才
三
月
十
日
入
学

六
才
ノ
四
月
五
日
入
学

六
才
ノ
十
月
十
八
日
入
学
、
十
才
三
月
十
一
日
ヨ
リ
人
ノ
牌
三
履
ハ
ル

六
才
ノ
九
月
四
日
入
学

六
才
子
守
ヲ
ナ
シ
為
メ
ニ
不
就
、
八
才
八
月
十
日
入
学

六
才
一
月
二
十
五
日
入
学
、
九
才
農
業
ヲ
修
ス

六
才
二
月
四
日
入
学
、
九
才
裁
縫
ヲ
修
ス

六
才
柔
弱
ニ
シ
テ
不
就
、
七
才
五
月
十
日
入
学

六
才
子
守
ヲ
ナ
シ
為
メ
ニ
不
就
、
七
才
三
月
十
五
日
入
学

他
郡
学
校
へ
入
学
ス

六
才
カ
ラ
七
才
マ
デ
祖
母
病
テ
看
護
ニ
付
不
就
、
八
才
ノ
一
月
十
五
日
入
学

六
才
ノ
三
月
三
日
入
学
、
九
才
カ
ラ
農
業
専
修

六
才
カ
ラ
七
才
子
守
ヲ
ナ
シ
為
メ
ニ
不
就
、
八
才
ノ
五
月
九
日
入
学

六
才
ノ
六
月
六
日
入
学

六
才
三
月
十
五
日
入
学
、
八
才
家
貧
ク
シ
テ
父
母
ヲ
補
フ

六
才
祖
父
ノ
看
護
ニ
付
不
就
、
七
才
五
月
十
日
入
学

六
才
子
守
ヲ
ナ
シ
為
メ
ニ
不
就
、
七
才
五
月
二
十
日
入
学

六
才
五
月
十
日
入
学

六
才
九
月
二
十
一
日
入
学

六
才
カ
ラ
七
才
マ
デ
母
病
ミ
テ
看
護
－
一
付
不
就
、
八
才
四
月
十
五
日
入
学

六
才
カ
ラ
八
才
マ
デ
子
守
ヲ
ナ
シ
為
メ
ニ
不
就
、
九
才
十
一
月
二
十
八
日
入
学

六
才
ノ
十
一
月
一
日
入
学

四一一・一一一

一
二
・
八

9
・O

 

八
三七
・
二

一
・
一
一一一一

五
・
八

一ニ
0
・
五

一
六
・
九

一
一
・
八九

ワ・
一
九
・
五。

一
九
・
五

二
九
一
九
一
四
・
一
二

9
・
一一

七

一ニ
0
0
 
0
 

一
・
五

O。。
一
・
五

O

一一
五八

八
O
一
五
一
五
五
0

・
五

O
0 0一五
五 O
。

五
O
一ニ
0
0
 
五
O



教育令下の学事情況37 

⑧＠＠＠⑫⑧⑧＠⑧⑧⑧⑧⑧⑧＠⑮⑬⑧⑧＠＠⑬⑫＠＠  

森中力日桝亀高森銭虎平森梶鈴中中阪泉藤池亀川松野清小

岡 111亀井！鳴井田水浜

トユハマ

木務川上

亀正繁リミセチシ庄夕鶴キ勇安武シリカ
太三三ャ 太 之ャ
良良良ウナイカゲ良メ蔵ク介蔵蔵ウウルメキヨ

トユリ

中塚川井井尾田谷谷野田

ミウナサ

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 

9 7 6 4 4 4 5 4 2 1 12 9 9 6 3 3 3 2 2 12 12 12 11 11 9 

3 24 2 21 15 10 4 2 3 12 10 15 10 2 30 10 2 18 1 18 11 9 18 7 23 

ム
ハ
才
十
月
二
日
入
学
、
九
才
八
月
十
五
日
ヨ
リ
人
ノ
稗
ニ
一
一
ハ
ル

六
才
十
一
月
二
十
日
入
学
、
八
才
二
月
二
十
五
日
母
ニ
随
ヒ
大
阪
表
へ
出
稼
ス

六
才
九
月
十
日
入
学

六
才
カ
ラ
九
才
マ
デ
家
貧
ナ
リ
父
母
ヲ
補
助
ス
ル
ヲ
以
テ
不
就

六
才
カ
ラ
九
才
マ
デ
家
賃
ナ
リ
父
母
ヲ
補
助
ス
ル
ヲ
以
テ
不
就

六
才
子
守
ヲ
ナ
シ
為
メ
ニ
不
就
、
七
才
四
月
十
八
日
入
学

六
才
九
月
十
日
入
学

六
才
柔
弱
ナ
ル
ヲ
以
テ
不
就
、
七
才
一
一
一
月
十
日
入
学

六
才
三
月
一
一
一
日
入
学

六
才
柔
弱
ナ
ル
ヲ
以
テ
不
就
、
七
才
四
月
五
日
入
学

六
才
五
月
十
日
入
学

六
才
十
月
十
七
日
入
学

六
才
八
月
二
十
日
入
学

六
才
子
守
ヲ
ナ
シ
為
メ
ニ
不
就
、
七
才
三
月
八
日
入
学

六
才
子
守
ヲ
ナ
シ
為
メ
ニ
不
就
、
七
才
四
月
五
日
入
学

六
才
一
月
九
日
入
学

六
才
一
月
十
五
日
入
学

六
才
父
病
ミ
テ
看
護
ニ
付
不
就

六
才
子
守
ヲ
ナ
シ
為
メ
ニ
不
就
、
七
才
四
月
一
日
入
学

六
才
母
病
ミ
テ
看
護
ニ
付
不
就
、
七
才
十
一
月
一
日
入
学

六
才
四
月
二
十
日
入
学

六
才
七
月
八
日
入
学
、
七
才
父
母
ニ
随
ヒ
神
戸
表
へ
出
稼
ス

六
才
六
月
十
五
日
入
学
、
七
才
父
母
補
助
ノ
為
メ
稼
ヲ
ナ
ス

六
才
六
月
二
十
日
入
学

六
才
八
月
七
日
入
学

七

一一一・一一一。
四
・
七

一O八
・
四

一O
六
七
・
五

一
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・
八

9
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九
一
九
・
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一
一
・
九

四一
・
八

三
0
・五一一
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二
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庄琵イセ吉虎常安マ長リシミトトフ惣ナ森
太之太太 ミ 太
吉良ハイ介吉吉良サ良ヨヅ子クヱサ吉ミ良

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 

1.2 12 8 7 7 7 7 3 3 3 3 1 1 1 12 11 9 9 9 

23 19 1 19 17 11 1 18 25 12 4 28 24 16 18 3 23 18 5 

六
才
四
月
一
日
入
学

六
才
父
病
ミ
テ
看
護
ニ
付
不
就
、
七
才
一
月
五
日
入
学

六
才
四
月
十
二
日
入
学

ム
ハ
才
四
月
十
六
日
入
学

六
才
子
守
ヲ
ナ
シ
為
メ
ニ
不
就

六
才
柔
弱
ニ
シ
テ
不
就
、
七
才
八
月
二
十
二
日
入
学

六
才
一
月
九
日
入
学

六
才
家
貧
ニ
シ
テ
学
資
ニ
タ
エ
難
キ
ヲ
以
テ
不
就

六
才
九
月
九
日
入
学

六
才
二
月
一
日
入
学

六
才
家
貧
困
学
資
ヲ
弁
ジ
難
キ
ヲ
以
テ
不
就

六
才
一
弱
ニ
シ
テ
不
就

六
才
家
貧
困
学
資
ヲ
弁
ジ
難
キ
ヲ
以
テ
不
就

六
才
三
月
一
日
入
学

六
才
九
月
九
日
入
学

六
才
四
月
一
日
入
学

六
才
六
月
一
日
入
学

六
才
十
一
月
一
日
入
学

六
才
十
一
月
二
十
日
入
学

一 一一一八 一一二二一
五二五六七 0？一 五二一？ 0 ？二九一五

二七三五九 九三七八二 二五八二

。
七
O
O
 

一
・
五

O

一
・
五

O。
一五
三
0
0
 
五
O
二
五

一
・
五
O

二
五

一
・
五

O 一O一OニO

田岡塚嶋田嶋村 l鳴野井本本塚

乙
の
表
を
一
読
し
て
ま
ず
気
が
つ
く
乙
と
は
、
当
時
の
入
学
の
状
況
が
現
在
の
学
令
に
達
し
た
児
叢
を
あ
つ
め
て
年
一
回
学
年
は
じ
め

に
行
う
方
法
と
ち
が
っ
て
、
六
才
の
学
令
に
達
す
る
前
後
か
ら
、
児
童
は
お
そ
ら
く
父
母
の
都
合
の
い
い
日
に
学
校
へ
連
れ
て
い
か
れ
た

で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

「
改
正
教
育
令
」
の
も
と
で
は
入
学
し
た
ら
ま
ず
初
等
科
六
級
に
編
入
さ
れ
、
半
年
た
っ
た
ら



五
級
つ
い
で
半
年
た
っ
た
ら
四
級
と
半
年
ご
と
に
進
級
す
る
の
が
原
別
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
生
瀬
村
の
よ
う
に
あ
る
日
突
然
に
新
入

生
徒
が
ふ
え
た
の
で
は
、
集
団
と
し
て
の
計
画
的
な
教
育
な
ど
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
入
学
形
態
は
寺
子
屋
へ
の
寺
入

り
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
教
育
方
法
は
複
式
授
業
で
、

乙
れ
も
寺
子
屋
の
方
法
と
同
じ
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
以
上
八
三
名
の
児
童
を
入
学
し
た
時
期
に
よ
っ
て
分
け
て
み
よ
う
。
六
才
の
学
令
に
達
し
た
年
に
入
学
し
た
者
は
男

子
二
五
名
女
子
二
一
名
計
四
九
名
セ
乙
れ
は
全
児
童
の
約
五
九
%
に
当
る
。
七
才
で
入
学
し
た
児
童
が
つ
い
で
多
く
男
子
玉
名
女
子
一

O

教育令下の学事情況

名
計
一
五
名
で
約
一
八
Mm、
八
才
で
入
学
し
た
も
の
は
男
子
三
名
女
子
四
名
計
七
名
で
九
形
、
九
才
で
入
学
し
た
も
の
は
男
子
一
名
女
子

二
名
計
三
名
、

十
才
で
入
学
し
た
も
の
は
男
子
の
み
一
名
、

十
一
才
以
上
で
入
学
し
た
も
の
は
な
い
。

乙
の
調
査
の
あ
っ
た
一
八
八
四

（
明
治
一
七
）
年
一
二
月
現
在
入
学
し
た
こ
と
の
な
い
児
童
は
、
男
子
で
は
⑮
⑪
の
二
名
女
子
は
⑤
⑮
⑮
⑭
＠
⑬
⑫
⑮
の
八
名
計
一

O
名

約
一
二
Mm
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
女
子
は
就
学
時
期
が
男
子
よ
り
遅
れ
る
乙
と
、
な
ら
び
に
入
学
経
験
の
な
い
者
が
男
子
の
4
倍
に
達
し
女

子
の
就
学
率
が
低
い
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
こ
ろ
は
一
般
的
に
女
子
の
就
学
率
の
方
が
男
子
に
く
ら
べ
て
低
い
の
で
あ
る
が
、
生
瀬
村
で

も
例
外
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
女
子
の
入
学
が
お
く
れ
た
り
入
学
し
て
い
な
い
理
由
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
七
才

以
後
に
入
学
し
た
者
で
就
学
の
お
く
れ
た
理
由
に
、
子
守
を
理
由
に
し
て
い
る
も
の
は
⑮
⑮
＠
⑮
⑩
⑮
⑮
の
七
名
、
病
人
の
看
護
を
理
由

に
し
て
い
る
も
の
⑫
⑮
⑨
⑮
＠
の
五
名
、
性
質
が
柔
弱
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
し
て
い
る
も
の
⑮
⑨
⑮
⑩
の
四
名
で
あ
る
が
、
要
す
る
に

家
事
の
手
伝
い
を
さ
せ
ら
れ
た
子
守
や
看
護
に
よ
る
も
の
が
七
五
泌
を
し
め
、
家
庭
に
お
い
て
六
・
七
才
の
女
の
子
が
親
に
便
利
が
ら
れ

て
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
未
就
学
者
八
名
の
理
由
は
貧
困
が
一
番
多
く
⑤
⑮
⑬
⑭
⑫
⑮
の
六
名
で
、
残
り
の
ニ
名
は
子
守

－
看
護
が
そ
れ
ぞ
れ
の
理
由
で
あ
る
。
貧
困
が
理
由
と
さ
れ
て
い
る
が
、

た
し
か
に
こ
の
六
名
の
親
の
役
場
費
地
租
割
分
は
最
高
の
人
で

39 

二
銭
三
庫
、
新
築
寄
付
金
も
最
高
の
人
が
一
五
銭
で
経
済
力
が
乏
し
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

で
も
同
じ
よ
う
な
役
場
費
や
寄
付
金
の
人



40 

で
も
子
弟
を
入
学
さ
せ
て
い
る
の
で
、
特
に
貧
し
か
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
な
が
ら
、

乙
の
未

就
学
児
童
八
名
に
こ
の
時
点
以
後
就
学
の
可
能
性
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
考
え
て
み
よ
う
。
＠
と
⑫
・
⑮
と
⑮
は
姉
妹
関
係
に
あ
り
貧
困
を

理
由
に
し
て
い
る
の
で
ま
ず
就
学
の
可
能
性
は
な
い
だ
ろ
う
。
⑩
は
⑩
の
妹
で
あ
っ
て
姉
の
方
は
三
年
以
上
在
学
し
て
中
途
退
学
し
た
の

で
あ
る
が
、
妹
が
学
令
に
達
し
た
時
に
姉
は
在
学
し
て
お
り
、
妹
の
方
を
就
学
さ
せ
る
考
え
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
＠
は
父
の
看
護

を
理
由
に
し
て
い
る
の
で
父
が
回
復
す
れ
ば
就
学
す
る
こ
と
が
十
分
考
え
ら
れ
る
。
＠
は
子
守
が
理
由
だ
が
姉
の
＠
も
同
じ
理
由
で
九
才

に
な
る
ま
で
不
就
学
で
あ
っ
て
、
子
守
の
仕
事
が
姉
か
ら
妹
に
受
け
つ
が
れ
た
感
が
あ
る
が
、
子
守
の
仕
事
か
ら
開
放
さ
れ
る
と
姉
の
よ

う
に
お
く
れ
て
就
学
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
⑮
は
貧
困
に
よ
り
就
学
し
て
い
な
い
が
、
姉
の
＠
は
六
才
か
ら
ほ
ぼ
三
年
間
就
学

し
て
お
り
、
＠
は
学
令
に
達
し
た
ば
か
り
で
あ
る
か
ら
就
学
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
と
な
っ
て
八
名
中
三
名
に
は
今
後
就
学
す
る
乙

と
が
予
想
さ
れ
る
。

つ
ぎ
に
男
子
の
入
学
が
お
く
れ
た
児
童
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
お
く
れ
た
理
由
に
子
守
り
や
看
護
在
あ
げ
る
も
の
が
女
子
と
同

つ
い
で
性
質
柔
弱
な
も
の
二
名
、
聾
病
に
よ
る
も
の
一
名
と
な
っ
て
い
る
。
乙
の
乙
と
か
ら
考
え
て
不
就
学
児
童

⑮
一
⑪
の
二
名
の
う
ち
⑮
は
性
質
柔
弱
を
理
由
に
し
て
い
る
の
で
年
令
が
高
く
な
っ
た
ら
就
学
す
る
可
能
性
が
多
い
。
⑪
に
つ
い
て
は
兄
姉

じ
く
一
番
多
く
七
名
、

も
な
く
貧
困
を
理
由
に
し
て
お
り
以
後
の
就
学
に
つ
い
て
は
判
断
し
に
く
い
。
結
局
男
女
合
わ
せ
て
一

O
名
の
未
就
学
児
の
う
ち
＠
⑩
⑮

⑮
の
四
名
は
今
後
小
学
校
に
入
学
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

る
程
度
は
真
実
で
あ
ろ
う
。
大
事
な
こ
と
は
就
学
が
お
く
れ
た
理
由
の
当
否
で
は
な
い
。

一
八
八
四
年
一
二
月
現
在
で
一
度
も
学
校
に
入

な
お
こ
れ
ら
の
理
由
で
、
子
守
や
看
護
の
信
湿
性
で
あ
る
が
、
家
の
貧
困
を
か
く
す
た
め
の
も
の
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
＠
の

よ
う
に
多
額
の
役
場
費
地
租
割
分
や
新
築
寄
付
金
を
負
担
し
た
家
庭
で
も
子
守
を
理
由
に
就
学
を
お
く
ら
せ
て
い
る
と
乙
ろ
を
見
る
と
あ



学
し
た
経
験
の
な
い
者
は
十
名
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
八
三
名
の
児
童
中
七
三
名
八
八
・

O
M
mは
小
学
校
教
育
の
経
験
者
な

の
で
あ
る
。

（
さ
ら
に
さ
き
ほ
ど
就
学
の
可
能
性
を
追
求
し
た
＠
＠
＠
＠
の
四
名
を
加
え
る
な
ら
九
二
・
八
%
に
達
す
る
）
約
九
割
の
児

童
は
小
学
校
教
育
の
洗
礼
を
’
つ
け
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
次
に
中
途
退
学
が
ど
れ
だ
け
の
期
間
在
学
し
て
教
育
を
受
け
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。
中
途
退
学
者
は
＠
⑦
＠
＠
⑮

⑫
⑬
＠
＠
＠
＠
＠
⑩
川
向
（
旬
＠
の
一
六
人
で
あ
る
。

こ
の
一
六
人
を
三
年
と
い
う
期
間
を
基
準
に
し
て
分
類
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な

教育令下の学事情況

る
。
⑬
＠
M
W
＠
＠
の
五
人
は
就
学
期
聞
が
三
年
未
満
で
退
学
し
て
い
っ
た
が
、
理
由
を
調
べ
る
と
⑫
で
裁
縫
を
習
う
た
め
と
思
わ
れ
る
以

外
は
家
庭
の
貧
困
が
原
因
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
い
で
ほ
ぼ
三
年
間
在
学
し
て
退
学
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
は
＠
＠
⑤
⑤
⑮
＠
＠
＠
⑩
の
九

人
で
、
退
学
後
の
情
況
に
つ
い
て
の
記
録
は
＠
と
⑩
の
女
子
は
裁
縫
と
女
中
奉
公
、
残
る
七
名
の
男
子
は
す
べ
て
農
業
専
修
と
説
明
し
て
あ

る
。
三
年
以
上
在
学
し
た
も
の
は
⑬
⑮
の
二
名
で
、
一
人
は
母
の
大
阪
へ
の
出
稼
ぎ
に
つ
い
て
い
っ
て
お
り
二
人
は
女
中
奉
公
に
い
っ
て

い
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
ほ
ぼ
三
年
間
在
学
し
た
生
徒
が
九
名
の
多
数
に
の
ぼ
る
こ
と
、

そ
し
て
退
学
後
の
記
録
を
読
む
と
三
年

閣
で
一
つ
の
区
切
り
が
つ
い
て
い
た
と
い
っ
た
感
じ
を
受
け
る
こ
と
で
あ
る
。

乙
れ
は
九
名
の
児
童
が
「
改
正
教
育
令
」
に
規
定
さ
れ
て

い
た
初
等
科
三
年
の
課
程
を
終
え
て
学
校
を
去
っ
た
乙
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
改
正
教
育
令
」
の
第
一
五
条
は
次

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

「
父
母
後
見
人
等
ハ
其
学
令
児
童
ノ
小
学
科
三
箇
年
ノ
課
程
ヲ
卒
ラ
サ
ル
間
巴
ム
ヲ
得
サ
ル
事
故
ア
ル
ニ
ア
ラ

サ
レ
ハ
少
ク
ト
モ
毎
年
十
六
週
日
以
上
就
学
セ
シ
メ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
又
小
学
科
三
箇
年
ノ
課
程
ヲ
卒
リ
タ
ル
後
ト
雄
モ
相
当
ノ
理
由
ア
ル

ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
毎
年
就
学
セ
シ
メ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
最
低
三
年
間
は
教
育
を
受
け
さ
せ
る
よ
う
父
母
に
指
示
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ

と
か
ら
小
学
校
は
「
改
正
教
育
令
」
で
は
八
年
間
と
決
め
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
庶
民
に
と
っ
て
当
面
は
初
等
科
三
年
間
の
教

41 

育
程
度
で
十
分
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。



42 

一
八
八
四
（
明
治
十
七
）
年
十
二
月
現
在
の
生
瀬
村
の
公
的
な
就
学
率
を
計
算
す
る
と
学
令
児
童
八
三
名
中
、
中
途
退
学
者
一
六
名
と
未

就
学
者
一

O
名
を
引
い
た
五
七
名
が
就
学
生
徒
だ
か
ら
、
就
学
率
は
六
八
・
七
Mm
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
初
等
科
の
み
に
つ
い
て
就
学
率
を
計

算
し
て
み
る
と
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
学
令
児
童
中
初
等
科
を
修
了
し
た
と
考
え
ら
れ
る
一
一
名
を
引
い
た
七
二
名
に
対
し
て
初
等
科
不

就
学
児
童
は
一
五
名
で
あ
る
か
ら
、
初
等
科
の
み
の
就
学
率
は
七
九
・
二
Mm約
八
割
に
達
す
る
乙
と
に
な
る
。
大
変
な
高
率
と
い
わ
ね
ば

な
ら
な
い
。

は
た
し
て
こ
れ
は
生
瀬
村
だ
け
の
現
象
だ
ろ
う
か
。
全
国
的
に
は
ど
う
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
同
年
度
の
文
部
省
学
事
杭
計

表
に
よ
れ
ば
、

乙
の
年
学
令
人
口
は
六
一
六
万
四
一
九
O
人
で
あ
る
が
と
れ
を
単
純
に
各
年
令
別
の
人
口
が
等
し
い
と
仮
定
す
る
と
初
等

科
の
学
令
人
口
は
一
三
二
万
一
五
七
一
人
強
と
な
る
が
、

一
方
ζ

の
年
小
学
校
在
籍
生
徒
中
で
在
籍
年
数
が
三
年
未
満
の
も
の
つ
ま
り
初

等
科
在
学
中
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
一
九
四
万
四
二

O
六
人
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
初
等
科
の
み
の
就
学
率
は
約
八
四
Mmと
計
算
で
き
る
。

れ
、
産
業
革
命
を
経
て
い
な
い
当
時
の
日
本
で
は
三
年
間
の
初
等
教
育
で
十
分
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
八
八
六
（
明
治
一
九
）

の
「
小
学

乙
れ
ま
た
大
変
高
い
数
字
で
あ
る
が
在
籍
三
年
未
満
の
生
徒
の
中
に
は
九
才
以
上
の
生
徒
が
多
数
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、

八
四
Mmよ
り

正
確
に
は
も
っ
と
さ
が
る
で
あ
ろ
う
が
生
瀬
村
の
七
九
%
に
近
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
乙
と
か
ら
い
え
る
こ
と
は
現
在
ま

で
の
研
究
が
初
等
教
育
の
普
及
を
全
学
令
期
間
中
の
就
学
率
で
考
察
し
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
、
も
う
す
乙
し
細
く
初
等
科
に
注
意
し
て

み
る
乙
と
が
必
要
な
乙
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
初
等
科
の
み
に
注
目
し
て
就
学
率
を
調
べ
て
み
る
と
八
O
M
m前
後
に
遣
す
る
と
考
え
ら

校
令
」
で
義
務
教
育
の
年
限
が
四
年
間
と
決
定
さ
れ
た
の
も
、

こ
の
初
等
科
三
年
間
の
教
育
が
普
及
し
て
い
た
ζ

と
を
考
え
て
決
め
ら
れ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
小
学
校
令
」
の
起
草
者
森
有
礼
は
十
分
乙
の
事
実
を
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

以
上
「
教
育
令
」
施
行
期
の
初
等
教
育
の
普
及
に
つ
い
て
生
瀬
村
に
素
材
を
も
と
め
調
べ
て
き
た
の
だ
が
、

こ
の
自
由
民
権
運
動
に
直

接
関
係
し
な
か
っ
た
地
域
で
は
、
村
落
共
同
体
の
秩
序
維
持
の
性
格
を
も
っ
た
小
学
校
に
お
い
て
、
コ
一
年
間
の
初
等
科
へ
の
就
学
率
が
約



八

O
Mに
達
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
形
で
の
初
等
教
育
の
普
及
が
、

「
小
学
校
令
」
以
後
の
日
本
の
公
教
育
が
展
開

す
る
基
盤
に
な
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

教育令下の学事情況

注（1
）
遠
山
茂
樹
『
明
治
維
新
』
（
一
九
五
一
年
）
一
二
O
O頁

（2
）
教
育
令
制
定
の
前
後
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
時
野
谷
勝
「
教
育
令
制
定
の
歴
史
的
背
景
」
（
『
開
国
百
年
記
念
明
治
文
化
史
論
集
』
一
九
五
二
年
）

に
く
わ
し
い
。

（3
）
天
皇
制
教
育
の
確
立
に
つ
い
て
は
武
田
清
子
『
天
皇
制
思
想
と
教
育
』
（
一
九
六
四
年
〉
に
く
わ
し
い
。

（4
）
一
八
八
二
（
明
治
一
五
）
年
九
月
一
一
六
日
付
伊
藤
博
文
宛
森
有
礼
書
簡
（
大
久
保
利
謙
『
森
有
礼
』
（
一
九
四
四
年
）
九
O
頁
よ
り
引
用
）

（5
）
拙
稿
「
明
治
初
年
の
小
学
校
教
育
の
成
立
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
四
六
号
）

（6
）
「
有
馬
郡
生
瀬
村
物
産
表
」
（
『
西
宮
市
史
第
六
巻
』
四
二
八
頁
）

（7
）
「
生
瀬
村
地
誌
」
（
『
西
宮
市
史
第
六
巻
』
九
七
八

t九
八
二
頁
。
こ
の
地
誌
の
書
か
れ
た
年
代
は
確
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
同
様
の
村
誌
が
有

馬
郡
の
村
々
か
ら
一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
年
に
有
馬
郡
長
に
出
さ
れ
て
い
る
が
、
生
瀬
村
地
誌
は
そ
の
下
書
き
と
考
え
ら
れ
一
八
八
一
一
一
（
明
治

二
ハ
）
年
末
ご
ろ
書
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
）
に
よ
れ
ば
正
確
に
は
六
二
七
人
と
な
っ
て
い
る
。

（
8
）
「
生
瀬
村
物
産
取
調
書
一
二
通
」
（
『
西
宮
市
史
第
六
巻
』
四
一
一
一
頁
）

（9
）
前
掲
注
（
7
）

（
叩
）
兵
庫
県
史
編
集
委
員
会
守
兵
庫
県
百
年
史
』
（
一
九
六
七
年
）
一
八
O
頁
の
表
よ
り
計
算
。

（
日
）
『
西
宮
市
史
第
六
巻
』
四
一
一
一

l
四
ニ
四
頁

（
ロ
）
前
掲
拙
稿
五

O
t五
一
一
貝

（
日
）
浄
橋
寺
文
書
七
七
号
「
民
費
其
の
他
取
調
室
百
」

（U
）
教
育
史
編
纂
会
編
『
明
治
以
降
教
育
制
度
発
達
史
第
二
巻
』
（
一
九
一
ニ
八
年
）
一
二
五
頁
。
公
学
費
統
計
よ
り
計
算
。

（
日
）
宮
原
誠
一
「
日
木
現
代
史
大
系
教
育
史
』
（
一
九
六
三
年
）
五
四
頁

（
日
）
浄
橋
寺
文
書
一

O
三
九
号
「
揚
名
学
校
新
築
見
積
願
書
」

43 
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（
刀
）
浄
橋
寺
文
堂
同
一

O
四
O
号

（
国
）
浄
橋
寺
文
書
八
一
号

（
印
）
『
西
宮
市
史
第
六
巻
』
七
O
六
頁

（
初
）
『
西
宮
市
史
第
六
巻
」
七
一

O
頁

（
幻
〉
た
だ
し
西
欧
の
人
権
思
想
の
影
響
を
’
つ
け
た
中
江
兆
民
や
植
木
枝
盛
ら
は
近
代
的
公
教
育
を
要
求
し
て
い
る
が
、

ζ

れ
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
し

た
い
。

（
勾
）
『
西
宮
市
史
第
三
巻
』
（
一
九
六
七
年
）
一
一
一
一

1
一
二
二
頁

（
お
）
大
石
嘉
一
郎
『
日
本
地
方
財
行
政
史
序
説
』
（
一
九
六
一
年
）
一
二
九
九
頁

（
但
）
浄
橋
寺
文
書
九
O
号

（
お
）
『
西
宮
市
史
第
一
一
一
巻
』
四
九
頁

（
お
）
神
島
二
郎
「
近
代
日
本
の
精
神
構
造
』
（
一
九
六
一
年
）
二
二
頁

（
幻
）
（
部
）
神
島
二
郎
前
掲
書
二
九
頁

（m
U
）
『
文
部
省
第
十
二
年
報
』
五
回

1
五
五
頁

（
金
開
会
高
校
教
諭
）


